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国勢調査 
 

７．人口集中地区 
 
 人口集中地区は，昭和２８年の町村合併促進法及び昭和３１年の新市町村建設促進法による町村合併や新市の創設などにより市部地

域が拡大され，市部・郡部別の地域表章が必ずしも都市的地域と農村的地域の特質を明りょうに示さなくなったため，この都市的地域

の特質を明らかにする統計上の地域単位として，昭和３５年国勢調査から新たに設定されたものである。 
 平成１２年国勢調査の「人口集中地区」は，以下の３点を条件として設定した。 
（１）平成１２年国勢調査基本単位区を基礎単位地域とする。 
（２）市区町村の境域内で人口密度の高い基本単位区（原則として人口密度が１㎢当たり４，０００人以上）が隣接していること。 
（３）それらの地域の人口が平成１７年国勢調査時に５，０００人以上を有すること。 
 なお，個別の人口集中地区の中には，人口密度が１㎢当たり４，０００人に満たないものがあるが，これは人口集中地区が都市地域

を表すという観点から，人口集中地区に常住人口の少ない公共施設，産業施設，社会施設等のある地域を含めているためである。 
 
 
 

人口集中地区人口・面積及び人口密度 
（単位：人・％・㎢）                           （各年１０月１日） 

年 人口 人口増減 面積 人口密度 
（１㎢当たり） 実数 率 

昭和４０年 
  ４５ 
  ５０ 
  ５５ 
  ６０ 
 
平成 ２年 
   ７ 
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  １７ 
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資料：総務省統計局「国勢調査」 
注.平成１７年調査は，第１次基本集計結果第１表を使用した。 
 


